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有信株式会社  

産業廃棄物収集運搬業許可 

(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 以上11種類) 

  東京都知事 第13－00－007688号 有効期限 平成21年 ３月31日 

  埼玉県知事 第1101007688号    有効期限 平成18年12月26日 

  横浜市長  第56－00－007688号 有効期限 平成19年  4月30日 

(汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、

ガラスくず及陶磁器くず、がれき類 以上10種類) 

  神奈川県知事 第1402007688号  有効期限 平成19年3月31日 

(汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、 

ガラスくず及陶磁器くず、建設廃材 以上8種類) 

  群馬県知事 第1000007688号   有効期限 平成17年6月12日 

  茨城県知事 第0801007688号   有効期限 平成21年7月 2日 

(汚泥、廃油、金属くず、ガラスくず及陶磁器くず 以上4種類)  

 栃木県知事 第0900007688号   有効期限 平成20年8月24日 

(汚泥、廃油 以上2種類) 

 千葉県知事 第1200007688号   有効期限 平成19年4月27日 

 横須賀市長 第5802007688号   有効期限 平成19年3月31日 

 川崎市長  第5700007688号   有効期限 平成19年4月30日 

 宇都宮市長 第8400007688号   有効期限 平成20年8月24日 

 相模原市長 第9800007688号   有効期限 平成19年3月31日 

㈱太陽油化 

許可№ ：東京都知事  第 13－20－005945 号 

種類  ：汚泥、廃油 

処分方法：油水分離・再生・焼却・生物処理

有効期限：平成 21年 3 月 31 日 

㈱京葉興業 

許可№ ：東京都知事 第 13－20－005618 号 

種類  ：汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、

ばいじん、鉱さい、廃プラスチック類、  

      ガラス・コンクリート・陶磁器くず、  

      金属くず 

処分方法：薬注固化・油水分離・生物処理・

     中和・脱水・乾燥・破砕・圧縮 

有効期限：平成 18年 11 月 29 日 

 

三栄管理興業㈱ 

許可№ ：埼玉県知事 1120011985 

種類  ：汚泥、廃油 

処分方法：脱水・油水分離 

有効期限：平成 17年 8 月 9 日 

埼原リサイクル有限会社 

許可№ ：埼玉県知事 1120110144 

種類  ：廃プラスチック類、木くず、 

ゴムくず、金属くず、がれき類 

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

処分方法：破砕 

有効期限：平成 21年 3 月 24 日 

JFE環境株式会社 許可№ ：横浜市長 第 56-20-004313 号 

種類  ：汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、木くず、

金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類、 

紙くず、繊維くず 

処分方法：中和・破砕・溶融・圧縮・還元・不溶化 

有効期限：平成 21年 3 月 24 日 

㈱サイテック 許可№埼玉県知事 1120028326 有効期限：平成 17年 7月 18日 
種  類：汚泥・動植物性残さ、動物のふん尿 
処分方法：発酵 
 
三菱マテリアル㈱ 許可№埼玉県知事 1120000779 有効期限：平成 18年 7月 15日 
種  類：燃え殻、汚泥、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、廃油、

廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ
処分方法：焼成・焼却 
 

㈱栃木コンポスト 許可№栃木県知事 0920046186 有効期限：平成 19年 2月 24日 
種  類：汚泥・動植物性残さ・木くず 
処分方法：発酵 

㈱ピラミッド 許可№栃木県知事 0920038603 有効期限：平成 18年 3月 26日 
種  類：汚泥・廃油・動植物性残さ・動物のふん尿 
処分方法：発酵 
 
日本メサライト工業㈱ 許可№千葉県知事  1220023131号 有効期限：平成 16年 9月 19日 
種  類：燃え殻、ばいじん、汚泥、汚泥と廃油の混合物 
処分方法：固形化及び焼却・固形化による中間処理 

JFEスチール㈱ 許可№横浜市長 第 56-20-010893号 有効期限：平成 20年 3月 31日 
種  類：汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

動植物性残さ 
処分方法：焼却 

二光産業㈱ 許可№千葉県知事 第 1220024933号 有効期限：平成 16年 11月 7日 
種  類：燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、動植物性残渣 
処分方法：発酵 

㈱クリーンテック 許可№福島県知事 第 0730072849号 有効期限：平成 18年 1月 21日 
種  類：燃え殻・汚泥・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず、ゴムくず、 

金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん 
処分方法：埋立 

㈱富山環境整備 許可№富山県知事 1643006802 有効期限：平成 18年 10月 3日 
種  類：廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 
処分方法：管理型埋立  

㈱千佳 許可№栃木県知事 0930004448  有効期限：平成 18年 9月 16日 
種  類：廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 
処分方法：安定型埋立  

㈱ジャパンクリーン 許可№仙台市長 5430009062 有効期限：平成 20年 11月 27日 
種  類：廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 
処分方法：安定型埋立  

リサイクル(廃蛍光管)

中間処分業者 最終処分業者 

◎ すべての産業廃棄物の適正処理には 

産業廃棄物管理票制度(マニフェスト

の発行)が義務づけられています。 


